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一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在

岩
国
市
美
和
町
阿
賀
字
上

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と

４

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の

産
部
森
林
整
備
課
及
び
周
南
市

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て

周
南
市
大
字
鹿
野
上

五
四
ま
で
（
以
上
七
筆

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

か
ら
保
安
林
を
次
の
よ
う
に
指

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在

周
南
市
大
字
鹿
野
上
字
西

ら
四
五
四
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ

風
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

公
共
施
設
用
地
と
す
る
た

山
口
県
告
示
第
四
百
二
十
五場

所
の
山
一
五
七
六
、
一
五
七
九
、
一

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
周

す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図

産
業
観
光
部
農
林
課
に
備
え
置
い

は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
西
渡
瀬
二
二
〇
・
字
取
田
原
四

に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を

律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九

定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が

七
日

山
口

場
所

渡
瀬
二
二
〇
、
字
取
田
原
四
四
八

た
目
的

め
号

一

五
八
二
の
一
、
一
五
八
二
の
二
、

南
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

種面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

四
九
の
一
・
字
叶
木
四
五
〇
か
ら

限
る
。
）

定
め
な
い
。

条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大

あ
っ
た
。

県
知
事

二

井

関

成

、
四
四
九
の
一
、
字
叶
木
四
五
〇

一 準水 四 臣か

告

示



平成 年 月 日 金曜日

二
十

松
市当

県
商

一

山 口

産
部

（
四大

（定期）県 報 第 号

五中
二三

名

称

サ
ン
リ
ブ
下
松

所
在
地

下
松
市
南
花
岡
六
丁

二
年
七
月
三
十
日
山
口
県
公
告

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二

工
労
働
部
商
政
課
及
び
下
松
市
経

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り

森
林
整
備
課
及
び
岩
国
市
産
業
振

公

一
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。

屋
二
一
四
九
（
以
上
三
筆
に
つ

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

八
三
か
ら
一
五
九
〇
ま
で
、
一
五

屋
二
一
四
九

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主

岩
国
市
美
和
町
阿
賀
字
上
の

目
八
番
一
号

（
二
五
八
）
に
係
る
大
規
模
小
売

月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
三
年

済
部
産
業
観
光
課
に
お
い
て
公

山
口
県
知

在
地

」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及

興
部
農
林
振
興
課
に
備
え
置
い

告

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

）
、
字
西
川
二
〇
三
一
、
二
〇

い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め

と
が
で
き
る
立
木
は
、
岩
国
市

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

九
五
、
字
西
川
二
〇
三
一
、
二

伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

山
一
五
八
五
・
一
五
八
六
・
一

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
下

一
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
山
口

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

二

井

関

成

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

三
六
・
二
〇
三
八
の
一
・
字
中

る
。
）

な
い
。

森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

〇
三
六
、
二
〇
三
八
の
一
、
字

五
九
〇
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

周
南
都
市
計
画
市
場
二
周

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

二

意
見
の
概
要

交
通
に
係
る
事
項
に
つ
い

（
四
一
二
）
周
南
都
市
計
画
市

周
南
市
か
ら
都
市
計
画
法
（

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規

に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
二

県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
防

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

（
仮
称
）
デ

所
在
地

防
府
市
岸
津

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
四
一
一
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
二
年
八
月
六
日
山
口
県
公

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次

七
日

山
口

称南
市
地
方
卸
売
市
場
水
産
物
市
場

の
縦
覧
場
所

計
画
課

て
配
慮
を
求
め
る
。

場
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

定
に
よ
る
周
南
都
市
計
画
市
場
の

付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十

年
十
二
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十

府
市
産
業
振
興
部
商
工
振
興
課
に

七
日

山
口

及
び
所
在
地

ィ
オ
防
府
東
店

一
丁
目
七
番
一
号

は
な
い
。

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

告
（
二
六
八
）
に
係
る
大
規
模
小

の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

縦
覧

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

三
年
一
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
山

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す

県
知
事

二

井

関

成

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
防

二

す項同 口。 成府

公

告



平成

県
議

年 月 日 金曜日

直
県
条
廃
の

県
の

す
る

山 口 県

山
地

に
規

八
十

運
営

有
す

る
数

数
）

（定期）報

二

第 号

（
四都

関
す

一

会
の
解
散
の
請
求
地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日

接
請
求
の
種
類

根

拠

規

例
の
制
定
又
は
改

請
求

地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

事
務
の
執
行
に
関

監
査
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総

条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年

る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

下
松
市
南
花
岡
一
丁
目

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

下
松
市
南
花
岡
六
丁
目
一
〇
番
一

有
限
会
社
向
西
社

選
挙
管
理

一
三
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名十

六 山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

定

必

要

な

有

十
四

十
五

第
九
十
一
号

第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第

数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に

及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び

法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条

（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て

び
氏
名

号委
員
会

の
完
了

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項

告
し
ま
す
。

山
口
県
知

称

二
六
八
、
二
〇
四

長

上

符

正

顕

権

者

の

数二
四
、
一
八
五

一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え

得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

事

二

井

関

成

場
所

山
口
市
小
郡
下

三

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十

一

審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
（
大
型

二

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
三
年

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま

公

安

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五

に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関

知
事
の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法

条
第
一
項

副
知
事
並
び
に
県
の
選

挙
管
理
委
員
、
監
査
委

員
及
び
公
安
委
員
会
の

委
員
の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法

条
第
一
項

県
の
教
育
委
員
会
の
委

員
の
解
職
の
請
求

地
方
教
育
行

及
び
運
営
に

律
第
八
条
第

県
議
会
の
議
員
の
解
職

の
請
求

地
方
自
治
法

第
一
項

郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
総
合

及
び
時
間

十
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十

七
日

）
及
び
技
能
検
定
員
審
査
（
中
型

一
月
十
七
日
（
月
曜
日
）
及
び
同

で
委

員

会

六
十
七
号

年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
九
条

し
て
行
う
審
査
を
次
の
と
お
り
実

美
祢
市
選
挙
区

周
南
市
選
挙
区

山
陽
小
野
田
市
選
挙
区

第
八
十
一

第
八
十
六

政
の
組
織

関
す
る
法

一
項

第
八
十
条

大
島
郡
選
挙
区

熊
毛
郡
選
挙
区

下
関
市
選
挙
区

宇
部
市
選
挙
区

山
口
市
選
挙
区

萩
市
阿
武
郡
選
挙
区

防
府
市
選
挙
区

下
松
市
選
挙
区

岩
国
市
玖
珂
郡
選
挙
区

光
市
選
挙
区

長
門
市
選
挙
区

柳
井
市
選
挙
区

三

交
通
セ
ン
タ
ー

七
日
（
月
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日

山
口
県
公
安
委
員
会

）月
十
八
日
（
火
曜
日
）
の
午
前
九

の
二
第
四
項
第
一
号
イ
の
技
能
検

施
す
る
。

八
、
〇
三
九

四
一
、
五
九
三

一
七
、
九
八
三

二
六
八
、
二
〇
四

五
、
八
四
五

九
、
二
九
六

七
八
、
二
一
四

四
七
、
四
四
一

五
二
、
七
七
三

一
六
、
八
二
三

三
二
、
一
五
八

一
五
、
二
〇
〇

四
一
、
九
一
〇

一
四
、
七
九
〇

一
一
、
一
〇
六

九
、
九
〇
九及 時 定

選
挙
管
理
委
員
会

公

安

委

員

会



平

備

成 年 月 日 金曜日

二三四五六

山 口

れ額は一

（定期）県 報

六
をる

七

第 号

びる
四五

考 自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ

技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る
知
識

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に

二
万
四
千
七
百
円
（
そ
の
者
が
次

る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

）
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙

、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

審

査

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に
、
受
け

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免

こ
と
。

審
査
手
数
料

土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝
日
に
関

休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

提
出
書
類

技
能
検
定
員
審
査
申
請
書
（
技

会
規
則
第
三
号
。
以
下
「
規
則
」

規
則
第
十
七
条
第
一
項
各
号
又

及
び
採
点
の
技
能

い
て
の
知
識

関
す
る
知
識

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細

れ
二
万
四
千
七
百
円
か
ら
同
表
の

を
審
査
申
請
書
の
所
定
の
欄
に

細

目

の
運
転
技
能

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と

よ
う
と
す
る
種
類
の
技
能
検
定

許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま

山
口
県
警
察
本
部
運
転
免
許

能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規

と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
一
号

は
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

七
千
五
十
円

二
千
百
五
十
円

二
千
百
五
十
円

二
千
二
百
円

二
千
二
百
円

目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ

下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た

は
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙
に

減

ず

る

額

四
千
百
五
十
円

と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

す
る
。
）

員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車

に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す

律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す

で課則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員

に
よ
る
こ
と
。
）

該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、

七

審
査
手
数
料

二
万
五
百
円
（
そ
の
者
が

規
則
第
十
七
条
第
一
項

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き

六

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に

を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る

る
こ
と
。

三

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二

び
土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

四

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六

五

提
出
書
類

技
能
検
定
員
審
査
申
請

一

審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
（
普
通

二

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
三
年

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま

場
所

山
口
市
小
郡
下

大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型

に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て

円
を
、
三
及
び
四
に
掲
げ
る
審

に
三
百
円
を
減
ず
る
も
の
と
す

八

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細

各
号
又
は
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ

当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
技
能

運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く

及
び
時
間

十
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十

日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休

〇
の
二

山
口
県
警
察
本
部
運
転

書
（
規
則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ

）一
月
十
八
日
（
火
曜
日
）
及
び
同

で郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
総
合

自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者

査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を

る
。

県
警
察
本
部
運
転
免
許
課
に
請
求

問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
運

と
。

目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は

書
面

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

の
と
す
る
。
）

検
定
員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動

。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示

七
日
（
月
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日

日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十

免
許
課

る
こ
と
。
）

月
十
九
日
（
水
曜
日
）
の
午
前
九

交
通
セ
ン
タ
ー

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
及
び
二

で
あ
る
と
き
は
更
に
三
千
七
百
五
十

も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更

す
る
こ
と
。

転
免
許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七

四

る 、撮車す 及分 時 三



平成 年 月 日 金曜日

一
及

二

山 口 県

備
八

（定期）報

二三四五六

第 号

者すし一

時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ
と
。

審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
（
大
特
）
、
技

び
技
能
検
定
員
審
査
（
牽
引
）

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
三
年
一
月
二

考普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検

つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除

審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず

す
る
。

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口
県
警
察

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ

技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る
知
識

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に

で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
万

る
山
口
県
収
入
証
紙
を
審
査
申
請

な
い
こ
と
。

審

査

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車

六
〇
の
二

山
口
県
総
合
交
通

は
、
山
口
県
警
察
本
部
運
転
免

能
検
定
員
審
査
（
大
自
二
）
、

十
日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
二

定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一

さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
九
百
五

れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は

本
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る

及
び
採
点
の
技
能

い
て
の
知
識

関
す
る
知
識

五
百
円
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲

書
の
所
定
の
欄
に
は
る
こ
と
。

細

目

の
運
転
技
能

セ
ン
タ
ー

許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七
三

技
能
検
定
員
審
査
（
普
自
二
）

十
一
日
（
金
曜
日
）
の
午
前
九

及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に

十
円
を
、
三
及
び
四
に
掲
げ
る

更
に
三
百
円
を
減
ず
る
も
の
と

こ
と
。

六
千
七
百
五
十
円

千
九
百
円

千
九
百
円

千
九
百
五
十
円

二
千
円

げ
る
額
を
減
じ
た
額
）
に
相
当

こ
の
収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を

減

ず

る

額

三
千
九
百
五
十
円

六

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価

一

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な

二

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す

三

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る

四

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法

五

技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る

る
こ
と
。

七

審
査
手
数
料

一
万
四
千
百
円
（
そ
の
者

る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ

相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙

印
を
し
な
い
こ
と
。

審

査

技
能
検
定
員
審
査
申
請

規
則
第
十
七
条
第
一
項

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き

六

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に

を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る

三

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二

び
土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

四

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六

五

提
出
書
類

方
法
に
関
す
る
知
識

自
動
車
の
運
転
技
能

る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

事
項

令
に
つ
い
て
の
知
識

知
識

が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査

ぞ
れ
一
万
四
千
百
円
か
ら
同
表
の

を
審
査
申
請
書
の
所
定
の
欄
に
は

細

目

書
（
規
則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ

各
号
又
は
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ

当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
技
能

運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く

及
び
時
間

十
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十

日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休

〇
の
二

山
口
県
警
察
本
部
運
転

五

二
千

千
三
百
五
十

二
千
二
百
五
十

二
千
百
五
十

二
千
百
五
十

二
千
五
十

細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ

下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
）

る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙
に
は
、

減

ず

る

額

る
こ
と
。
）

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は

書
面

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

の
と
す
る
。
）

検
定
員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動

。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示

七
日
（
月
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日

日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十

免
許
課

円 円円円円円 れに消 、撮車す 及分



平

る
七

成 年 月 日 金曜日

六
を

山 口

三
びか

四五

（定期）県 報

一二

第 号

備
八

こ
と
。

審
査
手
数
料

技
能
検
定
員
審
査
申
請
書
（
規

規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
二

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に
、
受
け

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免

場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
日

土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝
日
に
関

ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

提
出
書
類

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ
と
。

審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
二
種

（
普
通
二
種
）

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
三
年
一
月
二

考特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技

目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も

る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い

と
す
る
。

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口
県
警
察

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
こ

号
又
は
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か

す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と

よ
う
と
す
る
種
類
の
技
能
検
定

許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）

六
〇
の
二

山
口
県
総
合
交
通

間
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
七
日

す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
を

山
口
県
警
察
本
部
運
転
免
許

）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
中
型
二

十
一
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時

能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
千

ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き

本
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る

は
、
山
口
県
警
察
本
部
運
転
免

と
。
）

に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き

書
面

と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

す
る
。
）

員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車

に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す

セ
ン
タ
ー

（
月
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日
及

除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十
分

課
種
）
及
び
技
能
検
定
員
審
査

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細

五
十
円
を
、
三
及
び
四
に
掲
げ

は
更
に
三
百
円
を
減
ず
る
も
の

こ
と
。

許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七
三

二

審
査
の
日
時
及
び
場
所

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五

運
転
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識

実
施
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十

一

審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
（
大
型

れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
三

八

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第

二

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す

三

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価

四

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び

て
の
知
識

備

考大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、

員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
万
二
千
四
百
五
十
円
（

除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は

減
じ
た
額
）
に
相
当
す
る
山

証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い

審

査

一

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な

年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
九
条

の
教
習
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識

七
日

）
及
び
教
習
指
導
員
審
査
（
中
型

千
二
百
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る

県
警
察
本
部
運
転
免
許
課
に
請
求

問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
運

と
。六

十
八
号

る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

方
法
に
関
す
る
知
識

自
動
車
運
転
代
行
業
に
関
す
る
法
令
に

中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
普
通
自

が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ

そ
の
者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

、
そ
れ
ぞ
れ
二
万
二
千
四
百
五
十

口
県
収
入
証
紙
を
審
査
申
請
書
の

こ
と
。

細

目

自
動
車
の
運
転
技
能

の
三
第
四
項
第
一
号
イ
の
自
動
車

に
関
し
て
行
う
審
査
を
次
の
と
お

山
口
県
公
安
委
員
会

）
。

す
る
こ
と
。

転
免
許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七

七
千
九
百
五
十

三
千
二
百

つ
い

二
千
七
百
五
十

動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
検
定

い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ

る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を

円
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額

所
定
の
欄
に
は
る
こ
と
。
こ
の
収

減

ず

る

額

四
千
六
百

六

のり 三 円円円 免を入円



平成

三

年 月 日 金曜日

減証一二

山 口 県

六
をる

七
除

（定期）報

四五

第 号

三
びる

学
科
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

じ
た
額
）
に
相
当
す
る
山
口
県
収

紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

審

査

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に
、
受
け

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免

こ
と
。

審
査
手
数
料

一
万
五
千
六
百
五
十
円
（
そ
の
者

さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

提
出
書
類

教
習
指
導
員
審
査
申
請
書
（
技

会
規
則
第
三
号
。
以
下
「
規
則
」

規
則
第
十
七
条
第
一
項
各
号
又

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

日
時

平
成
二
十
三
年
一
月
二

九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
日

土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝
日
に
関

休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三

入
証
紙
を
審
査
申
請
書
の
所
定

細

目

の
運
転
技
能

分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と

よ
う
と
す
る
種
類
の
教
習
指
導

許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）

が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審

ぞ
れ
一
万
五
千
六
百
五
十
円
か

山
口
県
警
察
本
部
運
転
免
許

能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規

と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
一
号

は
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

十
四
日
（
月
曜
日
）
及
び
同
月

六
〇
の
二

山
口
県
総
合
交
通

間
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
七
日

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま

千
二
百
五
十
円

の
欄
に
は
る
こ
と
。
こ
の
収
入

減

ず

る

額

四
千
四
百
五
十
円

千
三
百
円

す
る
。
）

員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車

に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す

査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免

ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を

課則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員

に
よ
る
こ
と
。
）

該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、

と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

二
十
五
日
（
火
曜
日
）
の
午
前

セ
ン
タ
ー

（
月
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日
及

律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す

で

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二

び
土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

四

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六

五

提
出
書
類

教
習
指
導
員
審
査
申
請

規
則
第
十
七
条
第
一
項

一

審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
（
普
通

二

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
三
年

九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五

場
所

山
口
市
小
郡
下

三

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間

に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て

円
を
、
四
及
び
五
に
掲
げ
る
審

に
百
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と

八

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ

四

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る

五

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法

六

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な

備

考大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型当

す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

十
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十

日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休

〇
の
二

山
口
県
警
察
本
部
運
転

書
（
規
則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ

各
号
又
は
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ

）一
月
二
十
五
日
（
火
曜
日
）
及
び

分
ま
で

郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
総
合

及
び
時
間

の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者

査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を

す
る
。

県
警
察
本
部
運
転
免
許
課
に
請
求

問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
運

と
。

事
項
そ
の
他
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る

令
に
つ
い
て
の
知
識

教
育
に
つ
い
て
の
知
識

自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

七

書
面

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

の
と
す
る
。
）

七
日
（
月
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日

日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十

免
許
課

る
こ
と
。
）

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は

同
月
二
十
六
日
（
水
曜
日
）
の
午

交
通
セ
ン
タ
ー

で
あ
る
と
き
は
更
に
三
千
四
百
五
十

も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更

す
る
こ
と
。

転
免
許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七

知
識

千
四
百
五
十

千
四
百
五
十

千
四
百

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
及
び
二

撮 及分、 前 三 円円円



平成 年 月 日 金曜日

八一

山 口

四五六備

（定期）県 報

に一二三

第 号

六
をる

七
さた

教
習
指
導
員
審
査
（
大
特
）
、
教

細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口
県
警
察

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ
と
。

審
査
の
種
類

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項
そ

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育
に

考普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指

つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除

は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

審

査

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

学
科
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に
、
受
け

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免

こ
と
。

審
査
手
数
料

一
万
二
千
百
五
十
円
（
そ
の
者
が

れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

額
）
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証

習
指
導
員
審
査
（
大
自
二
）
、

も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に

本
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る

は
、
山
口
県
警
察
本
部
運
転
免

の
他
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
知
識

い
て
の
知
識

つ
い
て
の
知
識

導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一

さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
九
百
円

細

目

の
運
転
技
能

よ
う
と
す
る
種
類
の
教
習
指
導

許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査

れ
一
万
二
千
百
五
十
円
か
ら
同

紙
を
審
査
申
請
書
の
所
定
の
欄

教
習
指
導
員
審
査
（
普
自
二
）

百
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

こ
と
。

許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七
三

千
二
百
五
十
円

千
二
百
五
十
円

千
二
百
円

及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に

を
、
四
及
び
五
に
掲
げ
る
審
査

減

ず

る

額

四
千
百
円

千
三
百
五
十
円

千
二
百
五
十
円

員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車

に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す

細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ

に
は
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙

三

学
科
教
習
に
必
要
な
教
習
の

す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
審

し
な
い
こ
と
。

審

査

一

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な

二

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き

六

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に

を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る

る
こ
と
。

七

審
査
手
数
料

九
千
五
百
円
（
そ
の
者
が

者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

四

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六

五

提
出
書
類

教
習
指
導
員
審
査
申
請

規
則
第
十
七
条
第
一
項

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

及
び
教
習
指
導
員
審
査
（
牽

二

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
三
年

九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五

場
所

山
口
市
小
郡
下

三

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二

び
土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝

技
能

査
申
請
書
の
所
定
の
欄
に
は
る
こ

細

目

自
動
車
の
運
転
技
能

技
能

、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
教
習

運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細

れ
九
千
五
百
円
か
ら
同
表
の
下
欄

〇
の
二

山
口
県
警
察
本
部
運
転

書
（
規
則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ

各
号
又
は
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ

当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

引
）

一
月
二
十
七
日
（
木
曜
日
）
及
び

分
ま
で

郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
総
合

及
び
時
間

十
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十

日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休

千
二
百
五
十

と
。
こ
の
収
入
証
紙
に
は
、
消
印

減

ず

る

額

千
三
百
五
十

千
三
百

の
と
す
る
。
）

指
導
員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動

。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示

目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ

に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
）
に
相

免
許
課

る
こ
と
。
）

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は

書
面

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

同
月
二
十
八
日
（
金
曜
日
）
の
午

交
通
セ
ン
タ
ー

七
日
（
月
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日

日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十

八

円 を円円 車する当 、撮 前及分



平成 年 月 日 金曜日

びか
四五

山 口 県

一二三

（定期）報

八

第 号

四五六備
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
日

土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝
日
に
関

ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

提
出
書
類

教
習
指
導
員
審
査
申
請
書
（
規

規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
二

審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
二
種

（
普
通
二
種
）

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
三
年
一
月
二

場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時

目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も

審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず

す
る
。

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口
県
警
察

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ
と
。

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項
そ

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育
に

考特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教

す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
七
日

す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
を

山
口
県
警
察
本
部
運
転
免
許

則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
こ

号
又
は
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
か

）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
二

十
八
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時

六
〇
の
二

山
口
県
総
合
交
通

間
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
千

れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は

本
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る

は
、
山
口
県
警
察
本
部
運
転
免

の
他
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
知
識

い
て
の
知
識

つ
い
て
の
知
識

習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者書

面
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

す
る
。
）

（
月
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日
及

除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十
分

課と
。
）

に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き

種
）
及
び
教
習
指
導
員
審
査

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

セ
ン
タ
ー

百
円
を
、
四
及
び
五
に
掲
げ
る

更
に
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と

こ
と
。

許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七
三

千
二
百
五
十
円

千
二
百
五
十
円

千
百
五
十
円

が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ

三

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び

て
の
知
識

備

考大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、

員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
二

八

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口

額
）
に
相
当
す
る
山
口
県
収

は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

審

査

一

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な

二

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の

六

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に

を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る

る
こ
と
。

七

審
査
手
数
料

一
万
三
千
三
百
円
（
そ
の

れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ

問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
運

と
。

自
動
車
運
転
代
行
業
に
関
す
る
法
令
に

中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
普
通
自

が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ

千
九
百
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る

県
警
察
本
部
運
転
免
許
課
に
請
求

入
証
紙
を
審
査
申
請
書
の
所
定
の

細

目

自
動
車
の
運
転
技
能

技
能

、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
教
習

運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く

者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審

れ
ぞ
れ
一
万
三
千
三
百
円
か
ら
同

九

転
免
許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七

つ
い

二
千
七
百
五
十

動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
教
習
指
導

い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ

。
す
る
こ
と
。

欄
に
は
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙

減

ず

る

額

四
千
八
百

二
千

指
導
員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動

。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示

査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ

三 円 に円円 車すさた
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成
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